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「市立幼稚園・保育所のあり方について」に関する説明会議事録 

日     時 平成２９年２月２２日（水）  ９：００～１０：３０ 

場     所 精道幼稚園 

出  席  者 教育長                   福岡 憲助 

教育委員会管理部長             岸田 太 

こども・健康部長              三井 幸裕 

教育委員会管理部管理課長          山川 範 

教育委員会学校教育部主幹          中塚 景子 

こども・健康部子育て推進課長        伊藤 浩一

事  務  局 教育委員会管理部管理課 

参 加 者 数 ２７人 

１ 次第 

（１） 開会 

（２） 説明 

（３） 質疑応答 

（４） 閉会 

２ 配布資料 

 当日配布資料 

３ 議事録 

（福岡教育長） 芦屋の幼稚園のこれまでの経緯としましては，まず，平成１０年に山手幼

稚園が園児の減少によって西山幼稚園と統合いたしました。その後，９園で

続いてきましたが，園児数の減少と待機児童の課題があり，平成27年度末に

浜風幼稚園を廃園し，認定こども園を誘致することとなりました。 

そして，昨年のちょうど今頃になりますが，芦屋市の幼稚園の園児数から

みて，幼稚園の規模などが本当にこれでいいのかどうか，ということを審議

する学校教育審議会を立ち上げました。市民の皆さんや有識者，ＰＴＡの皆

さんなど，10人程の方に委員になっていただき，ご審議いただきまして，答
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申を昨年11月にいただきました。 

その後，答申に基づき，４人の教育委員と議論を重ね，２月３日には，教

育総合会議という場で，市長とこの計画を決めさせていただきました。そし

て，２月１３日に議会に報告を行い，翌日には新聞報道もありましたので，

皆さんの目にも留まったのではないかと思います。 

保護者の皆さんにとりましては，自分の通う幼稚園はどうなるのかとご心

配されるところもあろうかと思いますので，今回の計画について教育委員会

とこども・健康部からご説明させていただくべく，まずは，幼稚園において

説明会を実施させていただくこととなった次第です。 

当然，これから入園される予定の方々など，地域の皆さんに対しましても，

今後，場所が確定次第，早急に説明会を実施させていただきたいと思ってい

ます。 

本日は，皆さんの忌憚ないご意見をお聞かせいただきたいと思いますので，

どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局岸田） それでは，早速ですが，「市立幼稚園・保育所のあり方について」の     

説明をさせていただきます。

平成28年３月の施政方針の中で，公立の幼稚園と保育所については，市

全体の教育ニーズと保育ニーズへの対応を踏まえて，その適正な規模につい

て検討してまいりますということを，市長が議会と市民の皆様に対して表明

されました。 

幼稚園や学校の統合や廃園を行うときには，客観的なご意見をうかがう

必要がありますので，学校教育審議会で検討するものであると定められてお

りまして，その審議会へ諮問をしました。 

その審議の結果，浜風幼稚園が廃園となり，現在は８園となりました。

平成29年度には，岩園幼稚園の建替えが完了し，受け入れ可能な定員は

1,500人となります。平成29年度の園児数の見込みが500人を少し超える状

況ですので，定員との割合では，４割を切ることになります。こういう状

況の中で，片一方では350人ほどのお子さんが保育所に入ることができなく

て待機の状態になっています。市全体の状況を考えて，芦屋市の公立幼稚

園の規模や数はどれぐらいが適正であるかということを審議会で議論して
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いただいたということです。 

そして，去年の11月に審議会から答申をいただきました。要点は２つあ

りまして，１つは現在の幼稚園の数については見直す必要があるというこ

とです。では，具体的に何園が適正であるかというところで，各中学校圏

域で１から２園程度が適正であるというお答えをいただきました。 

その答申に基づいて，それ以降，教育委員会内部や保育所の所管をして

いるこども・健康部と協議，調整を続けてまいりました。その協議の結論

が本日，お示ししている内容です。 

Ａ３の資料が今回の案の全体の大きな概念図です。左側が幼稚園，右の

列が保育所を示しています。本日は，幼稚園だけを簡単に説明させていた

だきますが，まず，朝日ヶ丘幼稚園と岩園幼稚園については，岩園幼稚園

に統合します。統合は，平成32年4月の予定です。 

精道幼稚園については精道保育所と統合して公立の精道認定こども園と

いう形にしたいと考えています。現在のところ，平成33年４月を予定して

います。 

        もう１つは，宮川幼稚園と伊勢幼稚園については，新浜保育所と２園１所

を統合して，西蔵町に芦屋市立の認定こども園を設置する案です。今後，市

内の市営住宅が臨港線沿いにある芦屋大学のグラウンドに集約されますので，

5,000平米ぐらいある西蔵町の市営住宅の跡地を利用します。 

        精道幼稚園のことを具体的に説明させていただきますと，３枚目の資料が

タイムスケジュールとなっております。幼稚園と保育所を一緒にして認定こ

ども園にするときに，どちらに建てるのか，ということにつきましては，現

在まだ決定しておりません。

といいますのも，精道幼稚園には松の木の問題など整理すべき課題があ

りますし，精道保育所にも広さの課題があります。 

この資料では，精道保育所を認定こども園へ建替える場合の１例をお示

ししています。平成30年度までは保育所も幼稚園も通常どおりの運営をしま

す。ただし，精道保育所の場所に認定こども園を新築しますので，保育所の

お子さんを幼稚園の空き教室で預かることとなります。平成31年度から保育

所のお子さんを預かるには，給食施設を改修する必要がありますので，その
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工事を平成30年の夏休みの期間に実施したいと考えています。 

職員室の下が倉庫になっており古い給食室がありますので，そこを改修

して広げるのか，なんらかの形で給食施設を建てることになります。そして，

予定ですと平成31年度から，精道保育所のお子さんを幼稚園でお預かりする

ことになります。そうすると０歳から５歳までの幼稚園と保育所のお子さん

をお預かりすることになりますので，制度上，認定こども園になるというこ

とになります。 

精道保育所の跡地に新しい認定こども園が完成しましたら，予定では平

成33年４月に皆さんで認定こども園のほうに引っ越していただくということ

になります。当然，芦屋市立の認定こども園ですので，先生方も一緒に引っ

越しますので，これまでやっていた幼稚園の教育や保育所の保育はそのまま

引き継がれることになります。 

認定こども園になると，１日の流れがどうなるのかということですが，

幼稚園と保育所が１つになる施設ですので，まずは，保育所のお子さんが朝

７時や７時半頃に登園され，次に幼稚園のお子さんがこれまでどおり，８時

40分～９時ぐらいに登園されます。３，４，５歳児のお子さんは幼稚園と保

育所のお子さんを混合でクラス編制しますので，９時以降は，一緒に教育を

受けることになります。まだ，クラス数がどうなるかということは未定です。

お昼になれば，みんなで給食を食べます。そして，例えば，２時や２時半頃

には，幼稚園のお子さんが降園され，保育所のお子さんは夕方６時や７時頃

まで保育を受けるという流れになります。 

給食が出ますので，給食費はお支払いいただくことになります。認定こ

ども園に変わっても，保育料は変わりません。既に制度が変わり，ご世帯の

所得に応じて保育料が決まる仕組みになっていますので，認定こども園にな

っても，世帯の所得が増えたり減ったりしない限りは，保育料は変わりませ

ん。 

預かり保育につきましては，現在は，幼稚園では４時半まで実施してお

りまして，１日400円の料金となっておりますが，認定こども園になります

と，もう少し時間が伸びて６時頃までお預かりできることになります。そう

なりますと，芦屋市はとても安い料金でしたが，少しは上がることにはなる
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と思います。これらが，認定こども園の大きな枠組みです。 

皆さんもご存じだと思いますが，浜風幼稚園が平成27年度末で閉園して

認定こども園に変わることになりますが，それらを検討していた当時も，公

立で認定こども園ができないかというご意見がございました。 

私立で認定こども園を建てると，国から補助金がかなり下りてきます。

それを公立で行うとなると，補助金がほとんど出ないということだったので

す。そういうことがありまして，平成27年当時は，私立で考えていたところ

ですが，このたび，精道や西蔵町の認定こども園は公立です。これはどうし

てかといいますと，幼稚園としては８園から４園になります。保育所は６所

が２所になります。これだけの大きな見直しを行って，効率性が生まれてき

ましたので，新しく統合してできる精道と西蔵については，公立で実施でき

ると判断したところです。 

西蔵町の認定こども園は，２園と１所が統合して，250～300人規模を考

えていますので，ここは芦屋の幼児教育・保育の核となるリーダー的な存在

として運営していきたいと考えています。まだ決まってはおりませんが，大

きな土地ですので，可能であれば，認定こども園の隣に何か幼児教育の中核

となるような施設を設置できたらとも思っております。 

精道の認定こども園も公立で行いますので，これまで行ってきた精道幼

稚園の教育と，精道保育所の保育については，先生方も一緒に移動すること

によって，責任を持って引き続き実施していきたいと思っています。 

ご説明は以上とさせていただきます。せっかくの機会ですので，ざっく

ばらんにいろいろなご意見，ご質問をいただければと思います。 

（保  護  者） 精道幼稚園と精道保育所が一緒になって運営される平成31年からの２年間

については，保育所のお子さんを預かるというお話でしたが，行事や運動会

やクラスは別で行うということでしょうか。 

（事務局岸田） 基本的には，保育所のお子さんが，幼稚園の場所へ移っていただいた段階

で，制度としては認定こども園になります。クラス編制についても，保育所

と幼稚園が混合で行います。行事も一緒に行うことになります。 

（保  護  者） 実質的には平成33年ではなくて平成31年から認定こども園が開園するとい

うことだと思ってよいのでしょうか。 
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（事務局岸田） そうです。建物がきれいに建て替わったところが平成33年です。 

（保  護  者） 例えば，給食であったり役員制度であったりといった中身の詳しいことは

大体いつ頃決まるのでしょうか。そして保護者に対する説明会も行われるの

でしょうか。 

（事務局岸田） もちろん説明会もさせていただきますし，詳しいことが決まりましたら今

回のような説明会を実施させていただきます。 

（保  護  者） それは平成31年より前に説明があると思いますが，時期はどのぐらいにな

るのですか。 

（事務局岸田） 今，時期は申し上げられませんが，ある程度のことが決まりましたら，も

ちろん平成31年より前にご説明いたします。 

（保  護  者） それは平成30年の夏より前ということでしょうか。 

（事務局岸田） できればもっと前を考えています。 

（保  護  者） 現在の精道幼稚園でとても力を入れている，例えば野菜を園児が育てると

いったような質の高い教育というのは，引き継いでいただけるのでしょうか。 

（事務局岸田） 基本的には，これまで大切にしてきた教育，カリキュラムについては引き

継いでいきたいと思っています。 

（保  護  者） 仮に，精道保育所が建て替えになって，お子さんが精道幼稚園に移られる

ときの期間については，保育所の方の車通園はそのまま可能なのでしょうか。 

（事務局伊藤） 基本的には交通ルールを遵守いただきます。どうしても車が必要な場合は

あるかもしれませんので，近隣のコインパーキングをご利用いただくなどの

ルールを決めていきたいと思います。  

（保  護  者） 精道幼稚園の東側と西側の道路が，現在，小学校の登校通路になっていま

す。道路が，朝７時から10時まで車両禁止区域になっていると思われますが，

それは解除せずに，ルールの周知徹底というのをされるのですか。 

（事務局岸田） もちろん周知徹底も含めて，何らかのルールづくりが必要であれば，それ

は事前に周知が必要です。子どもの安全性については，十分配慮していきた

いと思います。 

（保  護  者） まだ，新しい認定こども園が精道保育所の場所でできるのか，精道幼稚園

の場所でできるのかということは決まっていないということですが，仮に，

精道幼稚園の子ども達が保育所の方に移動するとしても，平成31年か32年に
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幼稚園の新入園児の募集を停止するとか，そういうことはないのでしょうか。

朝日ケ丘幼稚園も４歳児は募集停止がありますし，浜風幼稚園も４歳児の募

集を停止した時期がありましたが，精道幼稚園については，募集停止はない

と考えてよいのでしょうか。 

（事務局岸田） すみません，ご指摘の部分は大切なことですので，冒頭でご説明しておく

べきことでした。 

今回の行程表では，精道保育所の跡地で建てる１例を示しておりまして，

その時には精道幼稚園の募集停止はありません。予定では平成33年４月に新

しい園舎が完成しますので，その時に新５歳児になるお子さんはそのまま移

動していただくことになります。 

（事務局三井） 今考えておりますこの案は，１番最短のスケジュールです。 

幼稚園のお子さんは１号認定こどもといいますが，認定こども園になり

ますと，１号のお子さんだけお弁当という形はできませんので，給食を提供

していくことになると思います。現在，精道保育所には90人ぐらいのお子さ

んがいます。精道幼稚園でも50人ぐらいですので，大体150人分ぐらいの給

食設備を作っていかなければなりません。 

先ほど管理部長がご説明しましたスケジュールは，一番早く実施する案

として，お子さんの安全を考慮した上で，工事を夏休み期間中に実施するも

のです。もしも，工事がそれ以上の期間かかるということになってしまいま

すと，お子さんの安全面を考えますと，場合によっては，幼稚園か保育所の

どちらかを一度閉めた形を取らざるをえないこともあります。そうなります

と，その間は募集ができません。そのような調整が必要となってきますので，

早くその部分の調査も行っていきたいと思っています。 

精道保育所も面積の問題やいろいろな課題もあります。そういうことが

クリアできないということになれば，幼稚園側に認定こども園を建てるとい

う判断になるかもしれません。そうなりますと，精道保育所は，子どもでい

っぱいですので，幼稚園のお子さんを預かることができないとなり，募集を

停止するということもあるかもしれません。ただ，そういうことはできるだ

けしたくありませんので，夏季休業中に工事を実施する方向で検討している

ところでございます。 
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（事務局岸田） 特に精道幼稚園で建てるというときには，浜風幼稚園のときのように，い

ったんは募集を停止して，更地にする必要が発生するということです。それ

と，夏季休業中に工事が終わらないということが起こった場合も，そのよう

なことが発生する可能性があるということです。 

（保  護  者） 今のお話では，やはり場合によっては，４歳児の募集を停止する時期があ

るかもしれないと考えてよいと思いますが，その時期を早く示していただか

ないと，直前になって４歳児が入園できませんとなると保護者の皆さんは困

られると思いますので，そのところはよろしくお願いします。 

（保  護  者） 幼稚園では１クラスの定員は，４歳児は30人までで，５歳児は35人までで

すが，こども園になると０歳から５歳の１クラスの定員は何人になるのでし

ょうか。 

（事務局伊藤） 正式にはまだ決定していません。芦屋市では，認定こども園の３，４，５

歳のお子さんに対して，保育所の先生の配置基準を適用しようと考えていま

す。全体の定員との兼ね合いも勘案しながら，検討していきたいと思ってい

ます。 

（保  護  者） 公立のこども園がとても人気になり，他の校区からも車で来られたりして，

定員オーバーになるようなことになれば，どのように入園の優先順位を決め

ていくのでしょうか。 

（事務局伊藤） 認定こども園となりますと，幼稚園としての入園希望の方，保育所部門と

しての入園希望の方の２パターンがございます。保育所部門としてのご利用

を希望される方については，現在行っておりますような，家庭状況を点数化

して優先度を決めていく方法を取っていく予定です。幼稚園としての利用希

望の方については，先着順であったり，抽選であったりと方法はいろいろあ

りますが，保護者の皆様が混乱しないような公平なやり方を研究して決めて

いきたいと思っております。 

（保  護  者） 幼稚園は定員からすると175人で，精道保育所は90人ということですが，

こども園にすると150人から200人程度ということで，逆に預かることのでき

る人数が減ってしまうと思います。精道幼稚園は園児数が減っていることも

ありますが，わざわざ新しい施設を建てなくても，精道幼稚園の空いている

部屋に保育所を作るといった案はないのでしょうか。 
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（事務局岸田） 保育所も，建物としてもかなり老朽化しておりますし，認定こども園とし

て規模を変えて実施していく中では，やはりそこは認定こども園に適した新

しい建物を整備したいというのが市の考えです。 

例えば，精道幼稚園で夏休み期間中に給食施設を簡易に改修してそのま

ま使用していくとしても，10年，20年，それでもつのかという課題もありま

すし，０歳，１歳，２歳もお預かりする中で，トイレなどの改修が必要にな

るといった課題があります。 

（保  護  者） こども園に通うことになる子ども達のことを，やはり１番大事に考えるべ

きだと思います。子ども達は環境の変化にとても敏感ですので，施設は変わ

り，信頼している先生が減ってしまうことになると，子ども達にとっては，

心理的に大きなダメージになると思います。先ほどの説明で，精道幼稚園の

先生たちも一緒にこども園へ移るということでしたが，保護者も幼稚園の先

生方をとても信頼していますので，先生方も一緒になって，子ども達の心の

ケアをしていただくということをお約束していただきたいと思います。 

また，保護者はＰＴＡ活動を通じて，幼稚園を盛り上げていこうという

ことで日々頑張っています。認定こども園になったときには，保育所のお母

様方と一緒になってＰＴＡ活動をしていくのかということもお聞きしたいで

す。 

（事務局岸田） 子ども達のことを第一優先に考えるべきというご指摘ですが，まさしくそ

のとおりで，大前提だと思っています。基本的には，精道幼稚園の先生も一

緒に移動してもらうように考えています。 

ただ，全員が全員行けるかとなると，例えば，養護の保健室の先生や校務

の先生が，幼稚園と保育所でそれぞれいますので，どちらの方が入るのかと

いうことは今後協議して決めていきます。ただ，例えば，担任していただい

ている先生方は基本的には一緒に移動していただきたいと考えています。 

（事務局三井） 今，管理部長が言ったのは基本的に保育所も同じことです。ただ，現在で

も人事異動というものがありますので，同じ方がずっと同じ施設で，という

ことはなかなか難しいところがあります。 

今回の認定こども園をつくる計画については，例えば，今，幼稚園を利

用されている方も，今後お仕事に就くことがあるかもしれませんし，保育所
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を利用されている方でも，逆にご都合でお仕事を辞められることもあるかも

しれません。そして，大きな課題である待機児童の問題をなんとかしなけれ

ばなりません。芦屋の幼稚園も保育所も，保護者の皆様からとても評価をい

ただいていますので，この高い水準にあるものを未来にわたって持続してい

くにはどういう形をとるべきかということを検討した，ということでご理解

いただきたいと思っています。 

浜風幼稚園の時には，新しく認定こども園を作っていかなければならな

いということになり，民間の力を借りました。この考えは今も変わっており

ません。ですから，ハートフルの跡地については，私立の誘致を考えていま

す。 

今回，精道については，２つの公立施設を１つに，西蔵については，３

つを１つにすることによって，公立で認定こども園を実施するという選択を

したというものです。この２つの認定こども園については，拠点となってい

きます。それ以外の残る幼稚園や保育所についても，維持していきます。た

だ，これについては未来永劫ずっとという形ではなく，やはり状況が変わっ

てくることもありますので，その状況に応じて検討することになります。 

今現在，兵庫県で52程度の公立の認定こども園があります。近隣では，

伊丹市や明石市，姫路市などがありますので，そういう先行されているとこ

ろを参考にさせていただいて，先ほどのＰＴＡ活動などについても研究をし

ながら，かつ皆さんともご意見を交わしながら，どういう形がいいのかを検

討していきたいと思っております。

（保  護  者） 認定こども園でも幼稚園の部分と保育所の部分では，募集は別々になるの

でしょうか。 

（事務局伊藤） 募集は別々になります。 

（保  護  者） 募集時期は同じでしょうか。幼稚園も保育所も両方応募することは可能な

のでしょうか。 

（事務局伊藤） 公立幼稚園は10月に募集を行っています。保育所は11月の途中頃まで募集

受付をおこない，年末頃に入園の決定を行っています。併願は，現在も可能

ですし，基本的に認定こども園になっても可能であると考えています。 

（保  護  者） さきほど，４歳児の募集を停止することがあるかもしれないとのことです
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が，もしある場合には，何年度募集になるかはわかりますか。 

（事務局三井） 基本的には，募集の停止はしたくないと思っています。夏休み期間中に現

在予定している場所の改修工事が可能であるかどうか，だめな場合は別の場

所での改修が可能かどうかを，早急に決定したいと思っています。今年の10

月の募集の時までには決定していかないといけないと考えています。 

（保  護  者） もし募集ができないとすれば，早く決定していただくということはわかり

ましたが，もし募集停止があるとすれば，何年度になるのでしょうか。 

（事務局岸田） 早急に業者等に調査を行い，結論を出します。仮に，やはり難しいとなっ

たときには速やかにお知らせします。 

（事務局三井） 精道幼稚園も築年数が経過しておりますので，工事を実際に行う中で，不

測の事態が出てくる可能性もあります。ですから，現在お答えできるのは，

できるだけ早く実施していくということだけです。工事期間がどのぐらいか

かりそうかというのは，すぐに業者に見てもらうことができると思いますが，

実際に工事を行う中で，期間が延びたりすることもあります。夏休み期間中

に工事ができない場合に，絶対にこの年度に募集停止を行うということが，

今は断言できない状況であると思っております。 

（保  護  者） 芦屋の公立の幼児教育というのは，全国的に見ても高い水準を誇っておら

れると思います。他県から来ましたが，精道幼稚園の教育が本当に素晴らし

いので，私立に３歳から入園させたいという思いをなんとか押しとどめつつ，

精道幼稚園に入園させるために，現在，３歳ひろばなども活用させていただ

いて頑張っているところです。 

幼児教育の質を落とさないようにするとのお話でしたが，本当にそれが

できるのかということがとても心配です。例えば，お預かりのお子さんであ

れば，お昼寝も必要だと思いますし，またその預かりの時間に幼稚園で行っ

ているような幼児教育を行うということであれば，幼稚園で帰ってしまうお

子さんは，その後の幼児教育を受けられないということになります。そのあ

たりは，どのように幼児教育を平等に行っていかれるのかをお尋ねします。 

（事務局中塚） 保育・教育の質に関しましては，私から見ても，幼稚園，保育所ともに芦

屋市は本当に水準が高いと思っています。両方の先生方がやはりとても意識

が高く，子ども達のためにという思いがとても強い先生ばかりなので，認定
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こども園になっても，質を落とすことはありません。私たちもプライドを持

って幼児教育をしていきますので，子ども達がやがて進んでいく小学校教育

につなげるための力をきちんとつけて卒園させてあげたいという思いがあり

ます。ですので，質に関してはご心配していただかなくても大丈夫ですと言

い切れるぐらいの思いは，どの先生も持っています。 

やはり幼児教育は環境を通して行う教育ですので，子ども達が生きる力

の基礎を身に付けるための環境をどうしていくのがよいかということは，こ

れからいろいろ考えていきたいと思っています。 

文部科学省では，３歳，４歳，５歳が，幼児教育を受ける時期としてお

りまして，教育時間というものが概ね１日４時間，年間39週を下回ってはな

らないという決まりがあります。現在の幼稚園では，お弁当日とお弁当がな

い日を割り振りして，年間トータルでその教育時間が保障できるようにして

おりますが，その時間は，保育所のお子さん達と幼稚園のお子さん達がきち

んと教育を受けるようにします。 

今幼稚園で行っている預かり保育については，教育時間というよりは，

子ども達が次の日の教育をきちんと安定した形で受けられるようにというこ

とで， 家庭的な雰囲気を大事にして，個々がしたい遊びを十分にできるよ

うにしています。先に帰るから教育が受けられないということではなく，学

校教育は，教育時間に行っていきます。教育時間の間はちょっと子ども達に

頑張らせたりもしますので，それが終わった後は，幼児の自然な姿として，

やはりほっとしたり，ちょっと甘えたり，わがままを言ったりということが

あります。教育時間とその後の保育を受ける時間というのは，中身の要素が

少し異なります。教育時間については，先生たちも指導案を作って教育を行

ってまいります。 

（保  護  者） 預かりの時間は，先生も代わるのですか。 

（事務局中塚） クラス編制をして担任が決まりますが，教育時間が終わった後は，担任の

先生も働く時間も決まっておりますので，先生が代わることはあります。た

だ，今でも預かっているお子さんのことは全ての先生で見ていますし，先生

方は，子ども達みんなの名前を知っています。先生たちは，休み時間も子ど

も達の話をずっとしていますし，幼稚園も保育所も，先生たちみんなで子ど
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も達を理解して見ていくということを行っておりますので，大丈夫だと思っ

ています。 

（保  護  者） 認定こども園になった場合に，給食も始まるとのことですが，現在，幼稚

園では午前保育というものもありますが，それもなくなって保育は２時半ま

でになるのでしょうか。 

（事務局伊藤） 基本的には，毎日給食をとっていただく形になると思います。私立の認定

こども園の中では，あえてお弁当日を設ける取組みをされているところもあ

りますので，そういったことは今後，保護者の方々ともご相談しながら，決

めていきたいと思っています。幼稚園では土曜保育はないかと思いますが，

認定こども園では，基本的に月曜から土曜日までは給食の提供が原則になる

と考えています。 

（保  護  者） 午前保育はないということですか。 

（事務局伊藤） 今のところ，運営の中身まで全て決まっておりませんが，基本的には９時

から２時か２時半頃までと考えてきます。 

（事務局三井） 認定こども園では，幼稚園組，保育所組というのではなく，混合のクラス

編制を行います。そういった中で，幼稚園のお子さんだけがお弁当となるの

もどうかと思いますので，同じように給食を提供していく必要があると考え

ています。現在，浜の方で，２つの認定こども園の準備を行っておりますが，

そちらも給食を食べていただいてから少し休んでいただいて，だいたい毎日

２時頃まで保育を行うということを予定しておりますので，公立でもそのよ

うな形で行っていきたいと考えています。 

また，ＰＴＡ活動につきましては，どういう形がよいかということなど

を，今後検討していきたいと思っております。 

（保  護  者） 認定こども園では，先生方は，保育士の資格を持っている先生と幼稚園教

諭を持っている先生と，どちらの資格も持っている先生が勤めるという形に

なるのでしょうか。先生方はどちらの資格も持っている方じゃないと，こど

も園に勤められないということがあるのでしょうか。 

（事務局三井） 認定こども園では，どちらの資格も持っている方に勤務していただきます

ので，どちらか片方しか持ってないという方は，基本的に勤務できないこと

になります。平成27年から新しい制度がスタートして，５年間は経過措置の
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中で免許の取得を促進するような取り組みもありますが，基本的には，両方

の免許を持っている方が勤務することになります。 

（保  護  者） 私たちは，幼稚園の先生方を本当に信頼しておりまして，先生方がどうな

るのかということが心配です。認定こども園には一緒に移動できるというこ

とでしたが，両方の免許がないといけないという話もありましたので，その

あたりはどうなるのでしょうか。 

（事務局岸田） 基本的には，認定こども園へ移動する際には，幼稚園の先生方は一緒に行

ってもらいたいと考えています。今の精道幼稚園の先生方には，両方の免許

を持っておられない方もいらっしゃるかもしれませんが，現在は，研修を受

けるだけで免許が取れるといった経過措置がありますので，できるだけ保育

士免許をとってもらったりするとか，いろいろな方法を考えて基本的には一

緒に移動することを前提に考えていきたいと思っています。 

（保  護  者） 認定こども園と私立の幼稚園のどちらにするかを迷われる保護者の方も多

くいらっしゃると思います。平成30年4月に私立幼稚園へ入園するかどうか

を検討する場合には，平成29年度の秋ぐらいまでには説明会をしていただか

ないと，どちらにするか決められませんので，なるべく早く説明会を実施し

ていただきたいと思います。 

（事務局岸田） 平成29年10月募集の前には説明会を実施したいと思います。 

（事務局三井） 免許の取得に関しましては，個人の問題になりますので，促進策は取って

いきたいとは思いますが，強制することまでは難しいとも思っております。

まだ２年ありますので，そういったことや，人事異動や人事交流の中で行っ

ていきたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

（保  護  者） 認定こども園になったときには，制服はどうなるのでしょうか。 

（事務局三井） 他の幼稚園でも同じご質問がありました。保育所では制服はありません。

では，一緒になったときはどうなるのか，ということについては，まだ決定

しておりません。ただ，今言えるのは，使っている制服があるのに，新たに

買ってもらうということは考えていないということです。制服を作るのか作

らないのかも含めて，これから決めていきたいと思っています。 

（事務局岸田） 本日は，認定こども園になるとどうなるのかということで，今お答えでき

る範囲のことをお答えさせていただきました。ご意見もいただいましたよう
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に，認定こども園についてのもっと詳しいことが決まり次第，また説明会を

実施させていただきたいと思っております。 

（事務局山川） 本日は貴重なご意見をありがとうございました。これをもちまして，説明

会を終わらせていただきます。 

以上 


